
（別記様式１） 

競合品目・競合企業リスト 

 

令和 ５年 ４月 21日 

 

 

再審査

申請 

品目 

“ 京 都 微 研 „ 

カーフウィン 6 

 

再審査 

申 請 

年月日 

令和元年11

月13日 

申請 

者名 

株式会社微生物

化学研究所 

 

 

薬事分科会審議参加規程における、上記申請品目に係る競合品目、競合企業及

びその選定理由は以下のとおりです。 

 

 

 販 売 名 ／ 開 発 名 競 合 企 業 名 

競合品目

１ 
ボビバック Ｂ５ 共立製薬株式会社 

競合品目

２ 
ティーエスブイ２ 

ゾエティス・ジャパン株

式会社 

競合品目

３ 
ティーエスブイ３ 

ゾエティス・ジャパン株

式会社 

 

 

競 合 品 目 を 選 定 し た 理 由 

 

・競合品目１：牛アデノウイルス感染症以外の効能効果が同一であり、

売上高は他社競合品で 1位であるため。 

・競合品目２：牛伝染性鼻気管炎及び牛パラインフルエンザに対する効

能効果が類似しており、売上高は他社競合品で 2位であるため。 

・競合品目３：牛伝染性鼻気管炎、牛パラインフルエンザ及び牛 RS ウイ

ルスに対する効能効果が類似しており、売上高は他社競合品で 3 位で

あるため。 

 



（別記様式１） 

競合品目・競合企業リスト 

 

令和5年4月27日 

 

 

再審査

申請 

品目 

エムパック 

再審査

申 請 

年月日 

令和元年12月24日 
申請 

者名 

MSDアニマルヘル

ス株式会社 

 

 

 

薬事分科会審議参加規程における、上記申請品目に係る競合品目、競合企業

及びその選定理由は以下のとおりです。 

 

 

 販 売 名 ／ 開 発 名 競 合 企 業 名 

競合品目

１ 

レスピシュアワン 

 

ゾエティス・ジャパン株式会社 

 

競合品目

２ 

インゲルバック マイコフレック

ス 

ベーリンガーインゲルハイムア

ニマルヘルスジャパン株式会社 

競合品目

３ 

マイコバスター 

 

株式会社 科学飼料研究所 

 

 

 

競 合 品 目 を 選 定 し た 理 由 

 
マイコプラズマ・ハイオニューモニエ感染症に対する単味のワクチン製

剤で、2022年度の売上順に示した。 

 



（別記様式１） 

競合品目・競合企業リスト 

 

令和5年4月25日 

 

 

再審査

申請 

品目 

レベンタ 

再審査

申 請 

年月日 

平成29年8月22日 
申請 

者名 

MSDアニマルヘル

ス株式会社 

 

 

 

薬事分科会審議参加規程における、上記申請品目に係る競合品目、競合企業

及びその選定理由は以下のとおりです。 

 

 

 販 売 名 ／ 開 発 名 競 合 企 業 名 

競合品目

１ 
該当なし 該当なし 

競合品目

２ 
該当なし 該当なし 

競合品目

３ 
該当なし 該当なし 

 

 

競 合 品 目 を 選 定 し た 理 由 

 
現時点で国内の動物用医薬品に関して、犬の甲状腺機能低下症に対する

治療薬として本申請品目以外の承認はないため。 

 



（別記様式１） 

競合品目・競合企業リスト 

 

令和５年４月２６日 

 

 

再審査

申請 

品目 

アレンジャー30 

再審査

申 請 

年月日 

平成29年6月8日 
申請 

者名 

明治アニマルヘル

ス株式会社 

 

 

 

薬事分科会審議参加規程における、上記申請品目に係る競合品目、競合企業

及びその選定理由は以下のとおりです。 

 

 

 販 売 名 ／ 開 発 名 競 合 企 業 名 

競合品目

１ 
ピレキシン１０％ 日本全薬工業株式会社 

競合品目

２ 
ディニタル 共立製薬株式会社 

競合品目

３ 
フォーベット５０注射液 

MSDアニマルヘルス株式

会社 

 

 

競 合 品 目 を 選 定 し た 理 由 

 

競合品目１は、同一の有効成分、効能、用法、対象動物である。 

競合品目２は、同一の効能、対象動物である。 

競合品目３は、同様の効能、同じ対象動物を含む製剤のうち、売上の

最も多い製品を選択した。 

 



（別記様式１） 

競合品目・競合企業リスト 

 

令和５年４月２７日 

 

 

再審査

申請 

品目 

ピレキシン10% 

再審査

申 請 

年月日 

平成29年6月29

日 

申請 

者名 

日本全薬工業株

式会社 

 

 

 

薬事分科会審議参加規程における、上記申請品目に係る競合品目、競合企業及

びその選定理由は以下のとおりです。 

 

 

 販 売 名 ／ 開 発 名 競 合 企 業 名 

競合品目

１ 
アレンジャー30 

明治アニマルヘルス株

式会社 

競合品目

２ 
ディニタル 共立製薬株式会社 

競合品目

３ 
フォーベット50注射液 

MSDアニマルヘルス株式

会社 

 

 

競 合 品 目 を 選 定 し た 理 由 

競合品目1 

 

競合品目2 

 

競合品目3 

 

再審査申請品目と主成分・効能効果及び剤型が同一であるため選定した。 

 

再審査申請品目と効能効果が同一であるため選定した。 

 

再審査申請品目と同じ効能を含む品目について、売上高をもとに選定し

た。 
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